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Ⅰ　法令事務（遊休農地に関する措置）

(１)　現状及び課題

　

※　管内の農地面積は市街化区域を含む農地総面積です。
　

(２)　平成２７年度の目標案及び活動計画案

   

(３)　地域の農業者等からの意見等

※　地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

(４)　地域の農業者等からの意見等を踏まえた平成２７年度の目標及び活動計画

1.管内全域を調査区域とし、道路からの目視による現地調査を実施する。
2.調査区域を２２地区に分け、担当農業委員及び農業委員会職員が現地確認
を実施し、結果を地図等に記録する。

調査方法

調査方法

1.管内全域を調査区域とし、道路からの目視による現地調査を実施する。
2.調査区域を２２地区に分け、担当農業委員及び農業委員会職員が現地確認
を実施し、結果を地図等に記録する。

平成２７年度の目標及びその達成に向けた活動計画

農 業 委 員 会 名

都 道 府 県 名 鳥　　取　　県

米子市農業委員会

現　　　　　状
（平成２７年３月現在）

※管内の農地面積（Ａ） 遊休農地面積（Ｂ） 割合（Ｂ／Ａ×１００）

３，７３２　ｈａ　　 １６１　ｈａ　　　 4.31%

調査実施時期

課　　　　　題 農地利用状況調査の適正な実施と遊休農地所有者等への意向調査が必要である。

目　　標　　案
遊休農地の解消面積　　　　　　　　　　　　２０　ｈａ

目標案設定の考え方：遊休農地の所有者等に対する意向調査を行い、農地中間管
理事業の利用によって遊休農地の解消を図る。

８月～１２月　　　４０　人８月～１２月

調査結果取りまとめ時期調査員数（実数）

８月～１２月

意見無し

活動計画案に対する
意見等

意見無し

農地の利用状況
調査

活
動
計
画

遊休農地の解消面積　　　　　　　　　　　　２０　ｈａ

目標案に対する意見等

目　　　　標

活
動
計
画

農地の利用状況
調査

８月～１２月 　　　４０　人

調査実施時期 調査員数（実数） 調査結果取りまとめ時期
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Ⅱ　促進等事務

１　認定農業者等担い手の育成及び確保

（１）　現状及び課題

　 農家数

　うち主業農家

農業生産法人数

※　農家数等は2010年農業センサスから抜粋

（２）　平成２７年度の目標案及び活動計画案

（３）　地域の農業者等からの意見等

※　地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

（４）　地域の農業者等からの意見等を踏まえた平成２７年度の目標及び活動計画

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

―

３　経営　　

活動計画

農業委員等から意欲のあ
る農業者の情報収集を行
い、関係機関と連携して認
定の推進活動を行う。

― ―

意見無し

現　　　　　状
（平成２７年３月現在）

３，５４５戸　 認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

農業委員等から意欲のあ
る農業者の情報収集を行
い、関係機関と連携して認
定の推進活動を行う。

―

目標案に対する意見等

担い手の高齢化が進んでいるため、認定農業者制度や法人化の意義、メリット等に
ついて、対象者に周知を図り、担い手を確保する必要がある。

３２３戸　
８０経営　 ―　法人　 ―　団体　

活動計画案に対する
意見等

意見無し

活動計画案

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

―　法人　　 ―　団体　　　

１５法人　

課　　　　　題

―　法人　　目　　　　　標 ３　経営　　 ―　団体　　　

目　　標　　案
目標案設定の考え方：担い手育成に取組んでいる関係機関と連携し、認定農業者
の増加を目指す。
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２　担い手への農地の利用集積

（１）　現状及び課題

　

※　管内の農地面積は市街化区域を除く農地総面積です。

（２）　平成２７年度の目標案及び活動計画案

（３）　地域の農業者等からの意見等

※　地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

（４）　地域の農業者等からの意見等を踏まえた平成２７年度の目標及び活動計画

集積面積　　　　　　　２０　ｈａ　

15.96%

課　　　　　題
農地中間管理事業の普及啓発により、担い手への農地利用集積促進が課題であ
る。

意見無し

目　　　　　標 集積面積　　　　　　　２０　ｈａ　

活動計画案

これまでの集積面積 集積率
現　　　　　状

（平成２７年３月現在）

※管内の農地面積

目標案設定の考え方：担い手への利用集積を図るため、関係機関と連携し目標の
達成を目指す。

活動計画

担い手に権利移動が円滑に進むよう、農業委員会報、農地相談等を活用し、利用
権設定制度及び農地中間管理事業制度を周知する。
農地利用状況調査の結果を利用し、担い手への利用集積に向けたあっせん活動を
行う。

目標案に対する意見等 意見無し

活動計画案に対する
意見等

担い手に権利移動が円滑に進むよう、農業委員会報、農地相談等を活用し、利用
権設定制度及び農地中間管理事業制度を周知する。
農地利用状況調査の結果を利用し、担い手への利用集積に向けたあっせん活動を
行う。

３，５８３　ｈａ　　 ５７２　ｈａ　　　

目　　標　　案
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３　違反転用への適正な対応

（１）　現状及び課題

　

※　管内の農地面積は市街化区域を含む農地総面積です。
転用されている農地の総面積を記入

（２）　平成２７年度の目標案及び活動計画案

※１　目標案は、１年間に（１）の違反転用面積をどの程度減少させるかを記入
※２　活動計画案は、目標案の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入

（３）　地域の農業者等からの意見等

※　地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

（４）　地域の農業者等からの意見等を踏まえた平成２７年度の目標及び活動計画

０．４１　ｈａ　　　 0.01%

現　　　　　状
（平成２７年３月現在）

※管内の農地面積（Ａ） 違反転用面積（Ｂ） 割合（Ｂ／Ａ×１００）

３，７３２　ｈａ　　

課　　　　　題
遊休農地の増加に伴う違反転用や建設残土等の不法投棄等が、農地の確保・有効利用を図
る上での課題になっている。

活動計画
農業委員会報や市ホームページ等による周知を図る。
農地パトロールによる早期発見、早期是正に努める。
違反転用者に対して是正指導を行う。

目　　　　　標 違反転用の解消面積　　　　　　　　0.４１　ｈａ　

目標案に対する意見等 意見無し

活動計画案に対する
意見等

意見無し

活動計画案
農業委員会報や市ホームページ等による周知を図る。
農地パトロールによる早期発見、早期是正に努める。
違反転用者に対して是正指導を行う。

目　　標　　案

違反転用の解消面積　　　　　　　　0.４１　ｈａ　

目標案設定の考え方：違反転用は、毎年発生しており、これらを発生年度に確実に
解消し、既存の違反転用についても解消を目指す。
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